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保護者説明

学校調査組織としていじめ防止対策委員会が調査を行う。

いじめ防止対策委員会　組織・措置

生徒指導担当・キャンパス長
　　　　　　関係職員　キャンパ

キャンパス長・生徒指導担当・
養護教諭

(支援･指導　カウンセリング計画）

　　 いじめ（疑い含む）に対する情報収集、事実確認、情報共有、記録等を確実に行い保護者等に
　説明し事故措置ができるものとすること。

委員会

校長・副校長・教頭
（調査結果を私学振興室へ報告）

教務部長・生徒指導担当
キャンパス長

養護教諭

調査結果を担当者間で検討・協議
事実の確認、情報の共有

 委員会が調査を計画・実施
※アンケート結果は生徒、保護者に提供の場合あり

委員会
（調査結果を職員へ報告）

関係職員

支　　援

指　　導

いじめを受けた生徒、いじめをした生徒
被害加害双方の保護者に対し

情報、状況等を適切に説明

調査結果を踏まえた必要な措置


